
記者発表資料

「平成２３年度四国地方公共工事品質確保推進協議会」

の開催について

平成１７年４月１日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に

基づき、四国における公共工事品質確保の推進及び発注者支援に寄与することを

目的に、国・県・市町村等で平成１８年７月１２日に「四国地方公共工事品質確保

推進協議会」を設立しました。

この度、本協議会を下記のとおり開催することになりましたのでお知らせいたし

ます。

本協議会では、平成２３年度における本協議会の活動状況報告や、公共工事品質

確保推進に係わる意見交換を行います。

記

１．日時：平成２４年１月３１日（火） １３：１０～１４：１０

２．場所：高松サンポート合同庁舎（13階）災害対策室

３．議事次第：別添のとおり

平成２４年１月２６日

問い合わせ

四国地方公共工事品質確保推進協議会

【事務局】

国土交通省 四国地方整備局

企画部 総括工事検査官 林 重延 （内線3117）

技術管理課工事検査官 金滝 和彦 （内線3121）

TEL：087-851-8061
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平成２３年度四国地方公共工事品質確保推進協議会

日時：平成２４年１月３１日（火）

１３：１０～１４：１０

場所：高松サンポート合同庁舎（13Ｆ）

災害対策室

議 事 次 第

１．開催挨拶（会長 四国地方整備局長 川﨑 正彦）

２．「四国品確協」設置要領の改正について

３．平成23年度の活動状況について

４．公共工事品質確保の進捗状況について

５．平成24年度の実施方針について

６．公共工事品質確保推進に係わる意見交換

６－１ 先進市町の取組事例紹介

６－２ 意見交換
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「四国地方公共工事品質確保推進協議会」設置要領

（名称）

第１条 本会は、四国地方公共工事品質確保推進協議会（以下「協議会」という）と称

する。

（目的）

第２条 本協議会は、公共工事の品質確保に向け、国、地方公共団体及び特殊法人等の

各発注者の責務を果たすために、協力体制を強化、情報交換を行うなど相互の連携を

図り、発注者としての具体的な施策の検討、発注関係事務を適切に実施するための発

注者支援の体制づくりの検討を行うとともに地方公共団体等への支援等を行う。

もって四国地方における公共工事の品質確保の推進及び発注者支援に寄与すること

を目的とする。

（業務）

第３条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する業務を行う。

（１）総合評価方式の導入・拡大等

（２）発注者支援の具体的な施策展開

（３）地方公共団体等への発注関係事務の支援等の運営管理

（４）協力体制の強化のために関係機関との連携

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事項

（委員）

第４条 本協議会は、協議会の主旨に賛同する公共工事発注機関（別紙１に掲げる委員）

をもって構成する。

（会長）

第５条 本協議会に、会長を置き、国土交通省四国地方整備局長がこれにあたる。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

（幹事）

第６条 協議会の円滑な運営を補助するために協議会に幹事会を置く。

２ 幹事会は、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。

３ 幹事会に、幹事長を置き、国土交通省四国地方整備局企画部長がこれにあたる。

（会議）

第７条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

２ 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。

３ 委員は、あらかじめ指名した者を代理として会議に出席させることができる。
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４ 会長は、必要がある時は、別紙１に掲げる者以外の者の参加を求めることができる。

５ 幹事長は、必要がある時は、別紙２に掲げる者以外の者の参加を求めることができ

る。

（四国地方公共工事発注者支援技術者登録）

第８条 「四国地方公共工事発注者支援技術者」の登録については、協議会会長が決定

し登録を行う。

（事務局）

第９条 協議会及び幹事会の事務局は、四国地方整備局企画部技術管理課が関係機関の

協力を得て努める。

（雑則）

第10条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。

付 則 この要領は、平成１８年７月１２日から施行する。

付 則 この要領は、平成１８年１１月１３日から施行する。

付 則 この要領は、平成１９年７月１８日から施行する。

付 則 この要領は、平成２０年１０月２４日から施行する。
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別紙１

第４条関係（委員）

（１）会 長：国土交通省 四国地方整備局長

（２）委 員：国土交通省 四国地方整備局 次長

次長兼総務部長

企画部長

建政部長

営繕部長

農林水産省 中国四国農政局 整備部長

林野庁 四国森林管理局 森林整備部長

環境省 中国四国地方環境事務所 統括自然保護企画官

高等裁判所 高松高等裁判所 事務局長

財務省 四国財務局 総務部長

財務省 高松国税局 総務部 次長

徳島県 県土整備部長

政策監補兼県土整備部長

農林水産部長

香川県 土木部長

農政水産部長

愛媛県 土木部長

農林水産部長

高知県 土木部長

農業振興部長

市町村 市町村長

西日本高速道路(株) 四国支社 建設事業部長

本州四国連絡高速道路(株）坂出管理センター所長
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別紙２

第６条関係（幹事）

（１）幹事長： 国土交通省四国地方整備局 企画部長

（２）幹 事： 国土交通省 四国地方整備局 地方事業評価管理官

企画部 技術調整管理官

企画部 技術開発調整官

企画部 総括工事検査官

総務部 契約管理官

建政部 建設産業調整官

都市調整官

河川部 河川調査官

道路部 地域道路調整官

港湾空港部 事業計画官

営繕部 営繕調査官

農林水産省 中国四国農政局 整備部 設計課長

林野庁 四国森林管理局 森林整備部 治山課長

環境省 中国四国地方環境事務所 国立公園・保全整備課長

高等裁判所 高松高等裁判所 事務局会計課長

財務省 四国財務局 総務部 会計課長

財務省 高松国税局 総務部 営繕監理官

徳島県 県土整備部次長副部長

農林水産部農山村整備課長

香川県 土木部次長

農政水産部土地改良課長農村整備課長

愛媛県 土木部技術監

農林水産部農業振興局農地整備課長

高知県 土木部建設検査長

土木部土木技術監兼建設検査長

農業振興部農業基盤課長

市町村 担当部課長等

西日本高速道路(株) 四国支社 建設事業部 技術審査役

本州四国連絡高速道路(株) 坂出管理センター副所長

【オブザーバー】

国土交通省 四国運輸局

第五管区海上保安本部

警察庁 四国管区警察局

経済産業省 四国経済産業局

（独）水資源機構
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